
届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 1日　から　令和 8年 4月15日　　歯科］ 令和 8年 4月17日作成 1 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3423,3 千田町歯科クリニック 〒730-0052
広島市中区千田町２－１
－１０

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第404号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第300号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3475,3 くすのき歯科医院 〒736-0082
広島市安芸区船越南２丁
目１８－２０

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第903号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3480,3 ひで歯科医院 〒730-0024
広島市中区西平塚町４－
１０

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1810号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3561,0 ごこちデンタルクリニ
ック

〒730-0041
広島市中区小町３－２２
マスダビル３０１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第910号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3589,1 やまだ矯正歯科クリニ
ック

〒732-0825
広島市南区金屋町２番１
５号４Ｆ

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第911号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3630,3 結デンタルクリニック 〒734-0036
広島市南区旭一丁目９番
１８号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第639号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3631,1 ルミナス白島通りデン
タルクリニック

〒730-0004
広島市中区東白島町２１
－２１

光学印象
　　　（光印象）第302号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3721,0 きずな歯科クリニック 〒730-0031
広島市中区紙屋町一丁目
地下街６０７

光学印象
　　　（光印象）第307号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3773,1 宇品スマイル歯科おと
なこども矯正歯科

〒734-0004
広島市南区宇品神田３丁
目７－１２Ｓｈｅｔｌａ
ｎｄ　ＣｏｕｒｔⅢ

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第1330号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3775,6 医療法人臨研会　広島
駅前クレセント歯科

〒732-0057
広島市東区二葉の里三丁
目三番三号ディール広島
１階

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1884号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第4587号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4683号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第866号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第266号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1808号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第254号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第21144号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3412,4 医療法人社団　いちこ
歯科医院

〒731-5128
広島市佐伯区五日市中央
５丁目１０－１７

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第904号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3469,4 ドーン歯科クリニック 〒733-0003
広島市西区三篠３丁目１
０－９

光学印象
　　　（光印象）第303号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3558,4 おりづる歯科医院 〒731-0102
広島市安佐南区川内５丁
目１０－２０

光学印象
　　　（光印象）第304号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02,3569,1 医院　ふるいち歯の健
康ドクター

〒731-0123
広島市安佐南区古市１－
１６－１７

光学印象
　　　（光印象）第305号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3628,5 かさい歯科医院 〒731-0101
広島市安佐南区八木１丁
目１９－２０

光学印象
　　　（光印象）第301号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3682,2 たかす歯科小児歯科ク
リニック

〒733-0821
広島市西区庚午北二丁目
２３番２号

在宅療養支援歯科診療所２
　　　（歯援診２）第436号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3735,8 川原歯科・矯正歯科ク
リニック

〒731-0211
広島市安佐北区三入３丁
目７番２４号

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第905号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

02,3740,8 商工センター歯科クリ
ニック

〒733-0833
広島市西区商工センター
一丁目１４番１号広島市
中小企業会館２階

歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4685号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第641号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

11,3063,6 砂田歯科医院 〒722-0052
尾道市山波町１９０５－
９

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第640号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

15,3278,1 かわむら歯科医院 〒720-0077
福山市南本庄５丁目７－
１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2229号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

21,3018,9 すずらん歯科クリニッ
ク

〒727-0013
庄原市西本町２－１９－
１

光学印象
　　　（光印象）第299号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

21,3026,2 のがみ歯科クリニック 〒727-0014
庄原市板橋町１６０－１

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第1329号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

25,3103,0 あおぞら歯科 〒739-0002
東広島市西条町吉行２１
３５－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第906号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

25,3114,7 医院　歯の健康ドクタ
ー

〒739-2113
東広島市高屋町高屋東２
３８９－１

光学印象
　　　（光印象）第306号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

25,3117,0 さくらファミリー歯科 〒739-0043
東広島市西条西本町２８
－３０ハローズ東広島店
３Ｆ

口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第629号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第615号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

25,3137,8 うららデンタルクリニ
ック

〒739-0025
東広島市西条中央４丁目
４－５

光学印象
　　　（光印象）第308号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

27,3033,5 グリーン歯科 〒738-0036
廿日市市四季が丘６－１
５

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第907号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

27,3049,1 ふじた歯科 〒738-0034
廿日市市宮内４４８１－
２　ソレーユ宮内１Ｆ

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第908号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

27,3087,1 ルートル歯科クリニッ
ク

〒738-0034
廿日市市宮内２丁目１０
－３８

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第909号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

31,3053,5 二木歯科医院 〒737-2121
江田島市江田島町小用２
丁目３－２

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第912号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

32,3118,4 医療法人社団翔積会　
ホワイトデンタルクリ
ニック

〒736-0068
安芸郡海田町新町１９番
１０号

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第1331号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第309号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
　　　（光印象）第258号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

33,3115,8 朝原デンタルクリニッ
ク

〒737-2301
江田島市能美町中町４８
６５－３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2228号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日


